
福井県では、令和7年3月31日までに退職予定の方を対象に、大型第二種免許また
は普通第二種免許の取得を支援します。

・退職後３か月以内に県内の乗合バス事業者またはタクシー事業者
に再就職する意志があること

・大型第二種免許 最大 ６０４,000円
・普通第二種免許 最大 266,000円

支 援 額

要 件

・福井県内に住所を有していること

・現在、会社員または団体職員等として勤務していること

・令和７年３月３１日までに現在の職を退職予定であること

※上記金額を上限とし、教習料金および免許取得費にかかった費を全額支援
※大型第二種免許もしくは普通第二種免許どちらか1回限り

申請書受付期間

令和6年4月1日（月）～令和7年2月28日（金）

手 続 き

以下に記載の県ホームページから申請書を入手し、添付資料とともに
下記へ郵送してください。

二種免許取得支援

〒910-8580 
福井市大手３丁目１７番１号
福井県未来創造部新幹線・交通まちづくり局交通まちづくり課
電話：0776-20-0774 FAX：0776-20-0729

お問合せ

セカンドキャリア支援！！

https://www.pref.fukui.lg.jp/doc/sokou/nishumennkyo.html
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